
非営利活動法人礎の石孤児院 役員報酬規程

(目的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人礎の石孤児院の役員の報酬について定めるもの

である。

(役員)

第 2条 この規程で定める役員とは、法人の理事とする。

(報酬及び費用の支給)

第 3条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は支給しないものとする。

ただし、役員の報酬については定款第 22条の規程により、総会の議決をもつて、変更で

きる。

(補則)

第 4条 この規程の実施に関し、変更及び必要な事項は、総会で定めるものとする

附則

この規程は平成 26年 4月 1日より施行する。



特定非営利活動法人礎の石孤児院 職員給与規程

(目 的)

第 1条 この規程は、NPO法人礎の石孤児院の事務局職員 (以下「職員」という)の給与に関する事

項について定めたものである。

(提供範囲)

第 2条 この規程は、職員として採用されたものに対して適用する。

(給与等の定義)

第 3条 この規程で給与とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

(均等待遇)

第 4条 職員の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、給与において差別的取り扱いをすることは

ない。

(給与の決定)

第 5条 給与は職員の勤務形態に応 じて、理事長がこれを定めるものとする。但し、決定後、理事会に

報告するものとする。

(給与の計算機関及び締切日)

第 6条 給与計算機関は、毎月 1日 から月末までとする。月末を締切日とする。

(給与の支払 日)

第 7条 給与は毎月 20日 ～月末までに支払 う。

(給与の支払方法)

第 8条 給与は、職員が指定した本人名義の預金口座へ振り込むことによつて支払う。

(交通費)

第 9条 職員の交通費について、通勤費は実費を支給するが、出張等の場合は理事長の認めた額とする。

(給与の昇給)

第 10条 職員の昇給は理事会がこれを定める。

附則

この規程は平成 28年 11月 1日 から施行する。



書式第 17号  (法第i55条関係 )

特定非営利活動促進法第騨条第2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院 事 業 年 度 2020年 4月 1日 ～2021年 3月 31日

1 資金に関する事項 に収益の潟朝11の明細、借入金の明細そα也の資金に関する亭厠

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 M条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営禾1括動促進法施行規

該当事項なし

(1)収益の源豪別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員・賛助会員受取会費 5,770,7Ⅸ)円

受取寄付金 26,110,238円

受取助成金 602,078円

その他の収入 (受取利′副 89円

その他収入 (為替;為詢 630円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 32,483,825円

借 入 先 金   額

該当事項なし 円

円

円

円

円

△
ロ 円計

則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲1澤等に係る事業の料金、剣牛そ0也その内容に関する要司

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当事項なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当事項なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当事項なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その也その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引及び費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次そり1日立を付した場合におけるそれぞれ第一‖日立から第コ1日立まで

の取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

5,ⅨЮ,αЮ円 寄付金

1,465,000円 寄付金

1,313αЮ円 寄付金

688,αЮ円 寄付金

617,670 FI] 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

8,6“,876円 カンボジア孤児院運営支援

5,679,187円

ザンビア孤児院運営支援

ンコンベ地区在宅孤児教育支援

ストリートキッズ支援

3,054576円
フィリピンの子どもの支援

(教育支援、学用品支給、食料刻の

1,882,200円 事務所家賃の支払

472,320円
電話機、セキュリティ機器等

リース料金の支払

取引先の氏名等
法人との

関  係

譲 渡

年月日
住所又団所在地 譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当事項なし 円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当事項なし 円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又国所在地

役務の提

供専 月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

円該当事項なし

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に文村
い
る割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上で

あるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

5[焙,600円 2020年 4月 5日他

271,100円 2020年 5月 2日他

円

5 給与の総額等に関する事項

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人 3,120,ⅨЮ円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄付金の額並びにその相手先及び支出年月日]

""年
4月 1日 ～

m21年

3月 31日

(毎月)

""年
4月 1日 ～

2021年

3月 31日

(毎月)

カンボジア孤児院の

運営資金の援助

ザンビア孤児院の

運営資金の援助

ンコンベ在宅孤児

支援

ス トリー トキッズ

支援

8,644,876円

5,679,187円

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

2020年

4月 1日 へ′

2021年

3月 31日

(毎月 )

フィリピンの孤児

の救済費用援助
3,054,576円

2020年

7月 7日

20"年

8月 21日 日

ザンビア孤児院の

運営費金の援助
40,103円

ザンビア孤児院の

運営費金の援助
38,331円

2020年

8月 28日

ザンビア孤児院の

運営費金の援助
69,877円

2020年

11月 9日

ザンビア孤児院の

運営費金の援助
IЮ,921円

17,627,871円
合   計



7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施日]

実  施  日 使 途 金   額

2020年 4月 2日 フィリピンの孤児の救済費用援助 50,304円

2020年 4月 24日 フィリピンの孤児の救済費用援助 30,455円

2020年 5月 10日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,558円

2020年 5月 27日 フィリピンの孤児の救済費用援助 84,863円

2020年 6月 4日 フィリピンの孤児の救済費用援助 58,122円

2020`手16月 29日 フィリピンの孤児の救済費用援助 134,760円

2020イ手17月 28日 フィリピンの孤児の救済費用援助 135,270円

2020年 7月 31 日 フィリピンの子どもの就学支援 (学費)のため 515,288円

2020年 8月 28日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,278円

2020イ手19月 28日 フィリピンの孤児の救済費用援助 134,469円

2020イ手110′月 16日 フィリピンスタッフ支援費用 86,000円

2020年 10´月 21 日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,931円

2020イ手111′月 18日 フィリピンの子どもの就学支援 (学費)の ため 369,970円

2020イ手112月 17日 フィリピンの孤児の救済費用援助 137,081円

2020年 12′「1 25 日 フィリピンの孤児の救済費用援助 99,962円

2021年 1月 21日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,549円

2021イ芋:2月 18日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,496円

2021年 3月 22日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,580円

2020`手i4月 2 日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 90,555円

2020年 4月 9日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 223,851円

2020年 4月 24日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 167,948円

2020年 5月 10日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 297,660円

2020年 5月 19日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 174, 862円

2020年 5,「1 29日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 365,201円

2020年 6月 1日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 891,111円

2020年 7月 2 日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 419,656円



102,050円

451,392円

56,229円

513,588円

49ュ 691円

541,022円

880,113円

927,886円

966,136円

901,385円

232,776円

78,213円

276,663円

202,271円

100,949円

294,817円

266,988円

48,300円

204,000円

391,802円

298,886円

120,000円

236,805円

100,000円

240,048円

444,994円

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジアスタッフ支援費用

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院の運営資金の援助

(2月 度・3月 度運営費として)

カンボジア孤児院の運営資金の援助

(4月 度・5月 度運営費として)

カンボジア孤児院の運営資金の援助

(6月 度・7月 度運営費として)

カンボジア孤児院の運営資金の援助

(8月 度・9月 度運営費として)

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

助成金事業

サ
゛
ンビアストリートチルドレン・HIV孤児支援

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

助成金事業

サ
゛
ンヒ

゛
アストリートチルドレン・HIV孤児支援

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

2020年 8月 18日

2020年 9月 28日

2020年 10月 12日

2020年 10月 22日

2020年 11月 18日

2020年 12′F1 17 日

2021年 1月 21日

2021イ手i2′月 17日

2021イ手i3′月 10日

2021イ平:3月 22 日

2020年 4′F127 日

2020`手:5月 8日

2020年 5月 21 日

2020年 5月 25日

2020年 5月 25 日

2020年 6′F1 29日

2020年 7月 28日

2020年 8月 17日

2020年 8′月 31 日

2020年 8月 31 日

2020年 9月 28日

2020年110月 12日

2020`手:10月 22日

2020年 11月 16日

2020年 11月 18日

2020年 12′月 17 日



195,807円

6,583円

344,474円

795,850円

406,955円

815,504円

40,830円

40,100円

41,500円

40,500円

41,500円

41,500円

41,500円

41,500円

40,000円

41,500円

40,103円

38,331円

69,877円

100,921円

助成金事業

サ
゛
ンヒ

゛
アストリートチルドレン・HIV孤児支援

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

(3月 度～5月 度運営費として)

ザンビア孤児院の運営資金の援助

(6月 度運営費として)

ザンビア孤児院の運営資金の援助

(7月 度～9月 度運営費として)

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ザンビア孤児院のため (他団体への寄付 )

ザンビア孤児院のため (他団体への寄付 )

ザンビア孤児院のため (他団体への寄付 )

ザンビア孤児院のため (他団体への寄付 )

2021年 1月 7日

2021年 1月 7日

2021年 1月 21日

2021`千:2月 3 日

2021年 2月  18 日

2021イ手13月 10 日

2020年 4月 7日

2020`午:5′月 27日

2020年 6月 30日

2020Z手:7′月 29日

2020年 8月 24日

2020年 9′F1 28 日

2020年 10月 21日

2020イ手111′月 26日

2020イ平112′月 5 日

2020イ手112′月 18日

2020年 7月 7 日

2020年 8月 21日

2020年 8月 28日

2020年 11′月 9日



法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表 1「役員の状況」から転記してください。

③l及α〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目
最も人数が多い

「親族等」のグル

ープの人数

役員数

① ②
区  分

割 合

②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人である

者及びこれらの者の親族

等」のグループの人数

④

0人

人

人

人

人

割 合

(④÷

③

③ ⑤

③ 20"年 4月 1日～2021年 3月 31日
9人 0人 0% 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人

人

% %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

人 人 % 人 %申 請 時

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ①

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

申請時

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意:判Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規1程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第
"条

第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。                   」



ハ

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

|まい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている はい l*! \

L\L\i

はい

いいえ

はい

いいえいいえ

I*t,'

L\L\Z

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
毎 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

(注意|1申Q
認定の有効期間の夏新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく密麟 (役員瀬日精樫●提出書類)l=田撃した1嘱買について、改

めて記載する必要はありません。



法人名
特定非営利活動法人

礎の石孤周院
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 9人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

(潤日目口D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、添

付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名
続柄

等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

1膠予 直人

木原 真

秋元 俊人

真境名 歩

小野島 正彰

弓野 正道

永藤 義明

小林 直樹

杉澤 公夫

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

|

2004年

5月 15日

就任

2∞1年

12月 14日

就任

2∞1年

12月 14日

就任

2004年

5月 15日

就任

2008年

5月 10日

就任

2012年

6月 2日

就任

2012年

6月 2日

就任

2018年

6月 2日

就任

2018年

6月 2日

就任



法 人 名 特定非営利活動法人 礎の石孤児院

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

仕訳 日記帳 会計ソフト使用

都度 10年
ルーズリーフ

総勘定元帳 会計ソフト使用

都度 10年
ルーズリーフ

Microso乱 アクセス使用

寄付一覧表 都度 10年
ルーズリーフ

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(記載|コD
。 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば n晩金出納帳」、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚腹写伝票し、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:書D
がないときは、添付を省略することができます。

第3表付表2

に記載した内容に変更



法人名 特定非営利活動法人 礎の石孤児院 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上 るヽこと

イ

ロ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ④ ◎ 申南早寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有 /感ヽ

ヽツ
有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有

“

ED
Чン

有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有 盤
¨

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有
/~ヽ

Ψ 有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申奇郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

ノ′ヽ

有(無ノ｀/
有・無 有・無 有。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の禾1協1の供与の有無

⌒

有く,ソ 有・無 有。無 有。無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に粛卜す
い
る寄附の有無

有 (無 ノ
｀/

有。無 有。無 有・無 有・無 有・無

有 4睡 有。無 有・無 有 。無 有。無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初舅D

鮭意1中D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (りOD(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第
"条

第 1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

エ 5

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する却唄:!(制レ嘴諷ID等がある場合には、そα痢順:」 悧レ嘴誤ID等を添付してくださしヽ

同  意

⌒

にグ しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書iD

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

イ

ロ

ハ

ホ

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源募明IIの明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは割附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しく 当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が 加 万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

チェッタ欄

/

(潤目『1口D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(潤頗晨ヨ諄D
。 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ③ ◎ ①

有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 虚 ヽ
ヽツ

有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院 チェッタ欄

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 伽 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 ∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定二壁EШ]聖国塑堕L旦堕茎:コ自菫塑」堕塑厘墜國2壺壼壁塁国L=」コ日國隆置量笠全二重1上Z≧塾L量」囲堕E里菫L」二塑墜上並び
1三」囲L墨首□E重堕」[LttE菫[丞」L』壺」茎里□2[立」目LL」≧菫1」[奎』ELL±」L」譴1ビLL処」21E」至

`墨

」LL二匿コEEE」墜⊆」墨」」Lど建E≡Lと1整LLL菫[主 )。

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

1 役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人力湯忍定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当該特例認定特定非僣鉢ll活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

暴力団の構成員等の有無

イ

ハ

ロ 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

有

有

，
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 itt, r '(

Ｒ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 Itt,\ ( しヽ

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし
は い

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記三二墨五函整墾菫畳量笠22垂週ヨL量≧≡ヨLと菫塑堕」坦E□旦書

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

添付

ロヨ

″
Э 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 ttu r .l いヽ

次のいずれかに該当する法人 /~ヽ
暴力団 t*r,..Lre{

０́

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。
/C「民ラン


